
2025 年度 米子大瀑布駐車場誘導及び協力金徴収業務 仕様書 

 

１ 対象区域  林道米子不動線入口から米子大瀑布駐車場 

（須坂市米子米子山 1422 番地４(1086 ヌ)） 

２ 委託内容 

 (１) 米子大瀑布駐車場内での車両の誘導・混雑整理及び歩行者の安全確保 

(２) 林道米子不動線入口での駐車場状況と協力金徴収の説明及び車両の誘導  

 (３) 米子橋前での協力金徴収 

 (４)  衛星携帯電話、または業務用無線等による米子大瀑布駐車場入口と 

林道米子不動線入口での連絡調整 

 

３ 委託期間 2025 年 10 月 11 日(土)～11 月 3日(月・祝)の内、 

シャトルバス運行日を除く 20日間 

※シャトルバス運行日 10 月 18・19・25・26 日の４日間 

４ 業務時間  午前６時００分～午後３時００分 （内、休憩１時間） 

 

５ 誘導員の配置場所及び配置人員 

  ■10 月 11 日（土）～11 月 3 日（月） 計 20 日間 

配置場所 １日あたり配置人員 延配置人員 

Ａ 米子大瀑布駐車場 ２ 40 

Ｂ 林道米子不動線入口 

３ 60 Ｃ 米子橋（料金徴収場所） 

Ⅾ 車両待機レーン 

合計 ５人 100 人 

  ◆平日（14 日間）・・・延 70人 ◆休日（6日間）・・・延 30 人 

 

６ 特記事項 

(１) 車両誘導等に起因する事故について、誘導員による瑕疵がある場合には、損害賠償がで 

きること。 

 (２) 協力金は１人あたり 500 円とし、委託期間中 1 日の業務終了後、速やかに商業観光課へ

業務報告書を提出し、業務期間終了後に市が発行する納入通知書により金融機関でまと

めて納入すること。なお、おつり等は受託者が用意するものとする。 

（３） 配置場所は必要に応じて変更すること。 

 (４) 配置人員は、当日の天候等により最大延配置人員内で増減を要請することがあります。 



 

 (５) 携帯電話が入らない場所での業務になるため、衛星携帯電話または業務用無線等により

米子大瀑布駐車場と林道米子不動線入口及び車両待機エリアで常時連絡を取れる体制に

すること。  

 (６) 林道米子不動線において土砂崩落等により車両の通行が出来ない場合は速やかに 

    状況報告し、林道入口にて来場者に通行不可の案内業務を行うこと。その後、撤去作業

が終了し、通行可能となった際は通常体制とし誘導及び協力金徴収業務を行うこと。 

 (７) 事故、体調不良者を発見した場合は速やかに消防署・市に連絡すること。 

 (８) 見積もりは延配置人員 100 人として計算すること。 


